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蔓延防止等重点措置期間中を含めた当面の間の教育活動について 

 

 日頃より、本校の教育活動に御理解、御支援をいただき、ありがとうございます。また、 これまで新型コ

ロナウイルス感染症への対応につきまして様々な御協力をいただき、改めて感謝申し上げます。 連休を

前に引き続き、ご家庭での感染防止対策をよろしくお願いいたします。 

さて、蔓延防止等重点措置適用を受けて千葉県教育委員会より「ガイドライン」による感染防止対策を

万全にした上で教育活動を行うことと通知が来ました。 

つきましては、蔓延防止等重点措置期間中を含めた当面の間の本校での対応と連休中の学校への連

絡方法を下記の通りといたしますので、御理解、御協力をお願いいたします。 

 

記  

 

１ 基本的な学校生活について  

・登校時に、発熱や何らかの症状がないか確認を行います。健康観察カードの記入を確実にしてい

ただくようお願いします。（症状がなくても保護者の判断で、自宅で休養させる場合においても、欠席

扱いとはしませんので学校へその旨連絡をお願いします。） 

・児童自ら感染予防に留意し行動するよう、基本的な感染予防対策（手洗い・マスクの着用・ ３密の

回避等）の励行について繰り返し指導します。（配慮が必要な場合は担任へご相談ください。） 

 ２ 学習活動について  

・グループ学習、班での話し合い等の活動は互いの距離を保ち、短時間で行います。 

・歌唱や音読等は少人数ごとに音量を調節して行います。 

・音楽では、管楽器演奏等の活動は原則として行いません。（リコーダーはマスクの上から演奏でき 

る対策をしながら短時間で実施） 

・体育では、共通の用具を使用する際は、前後の手洗いを徹底します。また、集団で他の児童との接 

触が多くなる活動については、人数、場所、時間を工夫して行います。 

・家庭科の調理実習は当分の間実施しません。  

３ その他の活動について  

・部活動について 

＜陸上部、自転車部＞屋外で人数を制限しながら実施します。 

＜ミニバスケットボール部＞体育館と屋外で分散し、人数を制限しながら実施します。 

＜音楽部＞５月から当面の間、活動を休止します。楽器の貸し出しなどの対応については担当か 

 ら連絡します。  

・給食について 

配食前には全員手洗いを行い、喫食時以外はマスクを着用し配食、配膳をします。座席はグルー 

プにはせず、授業中と同様にし、黙食します。 

 ４ 平日の夜間（18:００以降）、休日の感染症や緊急の連絡について 

   ・流山市役所 ７１５８－０１１１（感染症）  流山警察 ７１５９－０１１０（事件事故） 


